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The labormovement inGermanywas formedby themid-
nineteenthcentury･Althoughitgainedafirmfoundationbytheend
ofthecentury, themovementdidnotrepresenttheinterestsofall
thesocialweaks. Itwasnotuntil theturnofthecenturvthatthe
socialgroupswhichhadbeenneglectedby theexisting labor
movementstartedtheirownmovements. Theyouthlabormove-
mentwithwhichthispaperdealswasoneofsuchnewlyformed
rnovements，

TheanalysisoftheyouthlabormovementbeforetheFirstWorld
Warcanbedividedintotwoperiods, i.e.beforel908andafter.The
formerperiodwitnessedtheformationofthenewmovement.The
laboryouthsorganizedthemselvesandadministratedtheil･ or-
ganisationsautonomously. Inthisperiod, theyouthswere influ-
encedbytheleft-wingoftheGermanSocialDemocraticParty
(GSDP)andthusopposedthewar-policyofthelmperialgovem-
ment. Inthe latterperiod, however, theyouthmovementwas
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reformedundertheleadershipoftheGSDPandthelaborunions.

Thisdestroyedtheautonomyofthelaboryouths, andresultedin
theirsupportofthewar-policyofthegovernmentwhentheWar
brokeout≦ Suchpoliticalinclinationwasllotfoundamongthelabor
vouthsinthepreviousperiod. Thus, theaimofthispaperisto一

analyzethecausesofthischangeofattitude.
ChapterOnesurveystheyouth labormovementbefore l908.
ChapterTwoexplainstherapidexpansionofthereformedmove-
ment after l908. Thevarious problems and contradictions
introducedbythenewlydevelopedyouthmovement intotheGer-
manlabormovementwillbediscussedinChapterThree. InChapter
Four, suchdevelopmentandcontradictionsoftheyouthmovement
willbereconsideredinthelightoftheantagonismbetweenthe
GermanimperialregimeandtheGSDP.

はじめに

19世紀の半ばに本格的に成立したドイツの労働者運動は，世紀の末には
大衆的な基盤を獲得して，現実政治を動かし得る勢力となっていた。 しか
しそれは，必ずしも， あらゆる社会的弱者の利益を代表するものではな
かった。既存の労働者運動の枠外にあった諸階層は， 19世紀から20世紀
への転換期に，独自の社会運動を組織した。本稿が検討の対象とする勤労
青少年の連動もまた， そうした新しい社会運動のひとつであった(1)。
ところで，第一次世界大戦前におけるドイツの勤労青少年運動は, 1908

年を境にして，大きく二つの時期に区分される(2)。第一の時期は， いわば
運動の生成期である。勤労青少年は自発的に自らを組織し， その組織を自
律的に運営した。当時の運動は， ドイツ帝国政府の戦争政策に厳しく反対
する社会民主党(SPD)内左派グループの，直接的あるいは間接的な影響下
にあった。しかし，第二の時期には, SPDや労働組合の指導部が運動の主
導権を掌握し，青少年による自律的な連動の展開は後景に退いた。その結
果， 1914年に世界大戦が勃発すると，勤労青少年は帝国政府の戦争政策を
支持したのである。勤労青少年運動のこうした政治的変化は，第二の時期
に育まれたものであった。本稿の目的は， そうした政治的変化の原因を，
多少とも明らかにすることである。
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なお本稿の構成は， まず第1章で, 1908年以前のドイツ勤労青少年運動
の特徴を概観する。第2章では, 1908年以降の新しい連動について，その
量的発展を中心に詳述する。 しかしその新しい青少年運動は，労働者運動
の中に新たな問題と矛盾をもたらすことになる。その点については第3章
で論じる。最後の第4章では，青少年運動のそうした発展と矛盾を，帝政
国家とSPDとの対立構造の中で， あらためて捉え直すことになろう。

1 前史（1908年以前の勤労青少年運動）

ドイツにおける勤労青少年の連動は， 1904年の秋に，勤労青少年による
組織が各地で成立したことによって本格的に始まった(3)。当時の青年諸組
織は， その成立の経緯と性格，所在地などによって大きく二つに分けられ
る。一方は北ドイツの諸組織で， これはもっぱら徒弟に対する虐待に反対
し，徒弟を含む勤労青少年の保護と教養教育・職業教育などを大きな課題
として掲げた。 こうした性格はオーストリアの青年組織と類似していた。
そして北ドイツの諸組織は， 1906年12月に，中央組織として「ドイツ自由
青年組織連合(VereinigungderfreienJugendorganisationenDeutsch-
lands)｣を結成し，本部をベルリンに置いた。 もう一方は南ドイツの諸組織
で， これは，ベルギーなど他国で既に存在していた社会主義青年組織を直
接の範として組織された。勤労青少年の保護と教育だけでなく，軍国主義
に反対するなど，政治的な課題をも公然と掲げた。 1906年2月には中央組
織として「ドイツ青年労働者連盟(Verband jungerArbeiterDeutsch-
lands)｣を結成し，本部をマンハイムに置いた。この南の中央組織は, 1907
年に結成された社会主義青年インターナショナル(InternationaleVerbin-
dungSozialistischerJungendorganisationen)にも， ドイツを代表する社
会主義青年組織として加盟した(4)。
当時ドイツで結成された勤労青少年の組織はいずれも青少年自身によっ

て自律的に運営されていた。 しかし同時に，程度の差こそあれ， ドイツ社
会民主党(SPD)の影響下にあった(5)。それにもかかわらず二つの中央組織
が併存していたのは， ドイツ帝国各邦の結社立法の違いに対応したためで
あった。う。ロイセンやザクセンなど，北ドイツ諸邦における結社立法は，
青少年の政治結社への加入戸政治活動への参加を禁止していたから，勤労
青少年の組織はあくまで経済的・社会的課題のみを掲げざるを得なかった。
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他方，バーデンやヴュルテンベルクなど， 自由主義的な政治風土が強い南
ドイツ諸邦では，結社立法も緩やかであり，公然たる社会主義青年組織の
存在力ざ可能であった。
ドイツにおける勤労青少年運動の， こうした二極分裂状態に変化をもた

らす直接の契機となったのは，帝国結社法(Reichsvereinsgesetz)が1908
年4月に制定されたことであった。同法は，事実上，北ドイツ諸邦の結社
立法を帝国全域に拡大適用するもので,~ 18歳未満の青少年が政治結社に加
入したり，政治的集会に参加することを禁じていた。違反者に対する処罰
も実刑罰を伴う厳しいものであった。
この「18歳未満」という年齢制限はドイツの勤労青少年運動にとって大
きな意味を持った。既存の諸組織には，徒弟を中心に18歳未満の青少年力ざ
多く加入していたため， 18歳未満の青少年を排除することは組織の解体を
意味したからである。 とりわけ南ドイツの諸組織は，政治的課題を公然と
掲げていたため，新しい結社法に抵触することは明らかであった。 した
がって，南ドイツの諸組織は，結社法が施行される前に組織を解散するか，
あるいは非政治的組織への改組を余儀なくされた。こうして，南ドイツの
中央組織は， 同法施行直前の1908年5月に自ら解散したのである。
一方，北ドイツの諸組織は， もともとプロイセン結社法の下で成立し，
活動の内容も青少年教育と徒弟保護を中心にしていたから，新しい結社法
に抵触するものではなかった。 しかし， その北ドイツにおいても既存青少
年運動の枠組みを解体しようとしたのが自由労働組合(SPD系労働組合）
の指導部であった。 もともと青少年連動に冷淡であった組合指導部は，社
会主義青年インターナショナル力ざ結成され，青少年運動が労働者運動の内
部で独立した運動として成長するにつれて，青少年が自律的に運営する組
織の必要性を否定するに至った。組合指導部が当時の青少年運動に抱いた
懸念は，第一に， それ力]SPD内左派から強い影響を受けている点であっ
た。第二には，青年組織力ず徒弟保護などの経済的課題を掲げていたことカガ，
労働組合運動への侵害と||央ったことである(6)。
1908年の5～9月にかけて， ドイツ労働者連動の内部では，青少年運動
をめぐる一大論争が起きた(7)。組合指導部からの攻撃に対して, SPD内左
派や青年組織の指導者たちは， その影響下にある機関誌上などで青年連動
の自律性を擁護した。そしてこの論争に終止符を打ったのは, 1908年9月
に開かれたSPDニュルンベルク党大会であった。同党大会は，勤労青少年
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に対する政治的・経済的教育を行うための「委員会」を，党と組合の主導
の下に設置することを決定した(8)。 これによって勤労青少年運動の主導権
は，青少年自身から，党と組合の手に移った。そしてそれは， ドイツにお
ける勤労青少年の運動が，大きく再編成される出発点となったのである。

2新しい青少年運動一その量的発展

2-1 青年委員会(JugendausschuB)
SPDニュルンベルク党大会で青少年問題に一応の決着力ざついたことに

より， ドイツで唯一の勤労青年中央組織「ドイツ労働青年連盟(Verband
derArbeiterjugendDeutschlands)｣ (1908年9月に「ドイツ自由青年組織
連合」から改称）は，党大会の翌月に自ら解散した。 もとより，ニュルンベ
ルク党大会が決定した青少年政策の核心は，青少年自身による運動の自律
的な展開に代えて，特別の「委員会」を青少年運動の指導機関とする点に
あった。 しかし同党大会の決定は， そうした「委員会」の設置を定めただ
けで， その具体化については言及しなかった。そのため，実際に勤労青少
年の連動力ぎ， 「委員会」の下に統合･再編されるには， さらに時間を要する
ことになった。
青少年連動の再編がようやく本格的に始まったのは，党大会のおよそ
3ヶ月後のことである。 1908年12月に, SPD･組合（自由労働組合総務委
員会） ・青年からそれぞれ4名の代表が出て，計12名によるドイツ勤労青
年対策中央本部(ZentralstellefiirdiearbeitendeJugendDeutschlands)
が設置された(9)。そしてこの青年対策本部こそが，それ以降の，各地域にお
ける「委員会｣＝青年委員会の設置を指導したのである。その際，青年対策
本部は，党・組合・青年からそれぞれ選出される青年委員ｶｺ，同数ずつに
なるように指導した('0)。 しかし実際に各地で組織された青年委員会は，必
ずしもそうした形態に統一されてはいなかった（表1）。不統一の原因は地
域によって異なったが，既存青年組織が強力な地域では，概して，青年の
代表が委員会の3分の1を超えていた。中でもライン地方など， ドイツ西
部の諸地域では，青年の代表力r委員会の半数を占める場合もあった('1)。
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表1 ('2） 青年委員会の構成（1913年3月）

SPD・労働組合・青年の代表が同数ずつ

SPD・労働組合の代表が3分の2を超える

青年の代表が3分の1を超える
★そのうち青年の代表が2分の1を占める

青年の代表のみで構成

SPD･労働組合の代表のみで構成

班
一
過

２

５

８

７★

２

119

柘
一
班

青年委員会の合計数＝655

なお，青年委員会における「青年の代表」は，既存青年組織の代表では
なかった。帝国結社法制定以前から存在した青年組織には18歳未満の青
少年が多数含まれていたから,SPDがこれらの諸組織と公式に関係を持つ
ことは，結社法の下では許されなかった('3)。 した力ざって青年委員会への青
年代表には，既存青年組織とは無関係に，公開の青年集会で18歳以上の青
年が選出された。 しかし現実的には，青年対策本部の青年代表委員のひと
りマックス．ペーテルス(MaxPeters)力ざベルリン青年組織の指導者で
あったように，既存青年組織の指導者が各地の青年委員になっていく場合
が多かった。

表2青年委員会の組織状況

1911年 1912年

454 574
’ '910年

青年委員会数 | 360
1914年’

837
1913年

655

委員会構成のこうした実態はともかくとしても，地域の青年運動を実際
に指導する青年委員会の数こそが，青少年運動の新しい形態の定着と発展
を示す第一の指標となろう。表2は, 1910～14年における，青年委員会の
量的変化を示したものである(14)｡1909年から組織化が始まった青年委員会
の数は，最初の一年半で350を超え， その後も着実に増加した。これは，
SPDの党活動の中で，青年運動が占める位置が上昇していったとともに，
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1908年に導入された青年運動の新しい形態が比較的すみやかに定着して
いったことを示している。
運動の量的発展を示すもうひとつの指標は，機関誌の発行部数である。
帝国結社法のため18歳未満の青少年と組織的な関係が持てなくなった
SPDにとって，機関誌の普及は， 自らの影響力を継続的に青少年に及ぼす
重要な手段であった。 もともと，帝国結社法施行以前に存在した二つの青
少年中央組織は， それぞれ独自の機関誌を発行していた。 『働く青年(Die
arbeitendeJugend)』 と 『若き親衛隊(JungeGarde)』である。 1908年の
時点で，前者は10,000部，後者は11,000部を発行していた。これらに代
わる全国的な青年機関誌として1909年1月に青年対策本部が発刊したの
力ぎ，隔週刊の『労働青年(Arbeiter-Jugend)』であった。編集長には『シュ
レスヴィヒ・ホルシュタイン人民新聞』 （キール）の編集者カール・コルン
(KarlKorn)が就いた。

表3 「労働青年』誌の普及状況

1910年 1911年

約40,000 65,612

7 425

？ ？

？ 7

★－10654．96 ★－9988．57

1913年

89,409

558

61362，75

62858，43

＋1495．68

1914年

102,726

894

90514,74

91702，28

卜1 187．54

1912年

80,086

471

66191,27

65703,88

－487．39

購読者数（人）

普及地区数

発行支出（マルク）

販売収入（マルク）

収 支（マルク）

(★1910年と1911年の収支額は青年対策本部が機関誌編集部に追加補助した額）

この新しい青年機関誌の量的変化を示したのが表3である。1909年に2
万部から出発した『労働青年』は，第一次世界大戦勃発時には10万部を超
えた。そして，単に購読者数が増えただけでなく，機関誌普及地区の増加
傾向が，表2で示した青年委員会数のそれと非常に類似しているのが特徴
的であろう。 これにより，機関誌の普及と青年委員会の設置が相互補完的
に展開していつたことカゴ推測される。 さらに特徴的なことは，機関誌の発
刊当初は，財政的に赤字であったものｶｺ， 1913年には黒字に転じている点
である。 これは，機関誌活動の自立を示しているだけでなく， それに代表
される青年委員会の活動そのものが, 1912～13年頃に軌道に乗ったことを
も示している('5)。
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2-2青年の家(Jugendheim)
青年委員会の活動は多岐にわたったが，中でも， 「第一義的で最重要な課

題のひとつ」とされたのが青年の家の開設である(16)。それは， 「学業を終え
た青少年が集まり， そこで学習したり歓談するのに適した場所」 として各
地に開設された。財政的．地域的な状況が許す場合は独立した建物を借り
て青年の家とした力ざ， それが不可能な場合には労働組合事務所や料理屋の
一部を借りた。当然のことながら，青年の家の開設には多額の金銭支出を
要した。その意味では, SPDや労働組合からの支援を公的に受けるように
なった1908年以降の勤労青年運動に特有のものといえよう。もっとも， と
りわけ労働組合組織からは， 常に全面的な理解と支援を受けたわけではな
かった。そのためであろうか，青年の家の開設数そのものは年々増加した
ものの（表4），すべての青年委員会力ぎそれを開設できたわけではない。青
年の家を開設した青年委員会は，全体の2分の1弱にとどまった。

表5 青年の家の開室状況表4青年の家の構成状況

Ｆ企

６

１

１

Ⅳ

１

２

２

０

Ｑ

Ｊ

Ｑ

Ｊ

〆

０

、

ム

ｎ

Ｕ

１

４

１

Ｌ

〈
ｕ
ゾ

ー 開室日

週に1日

★そのうち日'11Kだけ

青年の家数

屋

屋

屋

屋

屋

屋

屋

屋

部

部

部

部

部

部

部

部

１

２

３

４

５

６

７

成職 職成部屋数1911年

l部屋 110

2部屋 24

3部屋 8

4部屋 2

5部屋 3

6部屋 0

7部屋 O

青年の家数 147

1912年

170

45

16

9

3

0

0

243

1914年

261

8328

10

1

型

銘

１

１

★

週に2日

週に3日

週に4日

週に5日

週に6日

毎 日

砺
一
調
－
５
’
３
｜
昭
一
”

６

２

391

青年の家の規模や形態は,地域によって多様であったが,多くは（労働組
合事務所などの）1部屋から構成されていた（表4）。 しかし一方では都市
部を中心に，複数の青年の家を設けている青年委員会もあった。例えば，
表4には反映されていないが,ハンブルクの青年委員会は1911年の時点で
すでに6つの青年の家を設け,それ以外にも料理屋の個室を30部屋借りて
いた('7)。また1913年の時点で， ドレースデンの青年委員会は7ヶ所(2ヶ所
が1部屋， 3ヶ所が2部屋， 2ヶ所が3部屋でそれぞれ構成）で，ベルリンは
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3ヶ所（2ヶ所が7部屋1ヶ所が6部屋）で青年の家を設けていた。またラ
イフ°ツィヒの青年の家は3ヶ所(各1部屋）にあったが， それ以外にも22
部屋を借りていた('8)。
各青年の家の開室状態も様々であった。表5は， 1913年に263の青年の

家がその開室日数について青年対策本部に寄せた報告に基づいているが，
報告の半分弱が週に一回だけ開室するというものであった('9)。 しかしそれ
は，必ずしも，青年たちによる利用が少なかったことを示すわけではない
表6(20)は同じ1913年における青年の家(254ヶ所)への来訪者数を示した
ものだが，たいていの青年の家には1日平均11～40人の来訪者があり，所
によっては200人を超える青年の家もあったのである。

表6青年の家への1日平均来訪者数(1913年）

青年の家青年の家 平均来訪者数 青年の家 平均来訪者数平均来訪者数

81～90 018 ０

０

５

６

－

－

１

１

４

５

27O～10

91～1001111～20 65 4

■61～70 101～120 421～30 6］ 10

371～80 ６ 201～30031～40 45

青年の家の日常的な運営に関しては， 「可能な限り責任ある青年に任せ」
て，来訪する青年たちの行動についても 「可能な限り自由に」させた(21)。
~下に示したのはベルリンの青年の家に掲げられていた利用規則(Hausord-
nung)だが,それは最低限の禁止事項を記しただけで,基本的には利用する

青年の家の利用規則（ベルリン）

①当青年の家は, 14～18歳の若い労働者・労働婦人・徒弟のために，平
日は午後6時から10時まで， 日曜・祭日は午後4時から10時まで開
室する。

②当青年の家の利用者はみなカードを携帯する。そのカードは入室に際
して当番に提示する。

③当青年の家の室内において，喫煙と飲酒は許可しない。
④希望や苦情に関しては， 当番か当青年の家の管理部に申し出ることが

出来る。
⑤家具や部屋は，利用者自身によって保護されたい。
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青少年の自由を尊重したものと言える(22)。たしかにベルリンでは， どの青
年の家にも大人が一人ずつ常駐したが， その役割はもっぱら青少年に助言
を与えたり相談に乗ったりすることに限定されており，青年の家内部の秩
序維持には青年自身があたったという(23)。
青年の家の開設や維持に要する費用は， たいていの場合，労働組合組織
などからの援助に頼っていたが， 中には独自の財政手段を講じる青年委員
会もあった。例えばベルリンでは， 1910年以来，複数の「労働青年の家
(Arbeiter=Jugendheim)」が開設され， その盛況ぶりは敵対陣営からも「非
の打ち所がない(muStergiiltig)」と言われるほどであったが(24)7 その成功
を支えていたのは， 「労働青年の家｣協会(Verein"Arbeiter=Jugendheim")
という組織であった。ベルリンでの青年の家は， 同協会力ざ開設・維持して
おり， それに必要な費用は，会員が納める会費と寄付金などでまかなわれ
ていた(25)。

2-3教育活動
1909年頃から各地で成立した青年委員会は, (自律的な青年組織によっ
てではなく）大人の手によって青少年を保護・教育することを目的として
いた。 したがって，各地の青年委員会にとって教育活動とは，最も基本的
で日常的な活動のひとつであった。青年委員会全国大会(1910年）の決議
によれば， 「青年委員会が行う教育活動の目的は，青年労働者・労働婦人
が，労働者階級の実践的・精神的生活を理解し， それに積極的に関与して
いく能力をつけさせること」(26)であった。そのために青年委員会が積極的
に取り組んだ教育活動は，単独講演(個別のテーマごとに開く一回限りの
講演）の開催であった。表7は， その開催地域数.開催数．参加人数の変化
を示したものである。

表7単独講演の開催状況

1911年 1912年

162 243

1913年

294

3309

1914年

365

4756

196884

開催地区

講演数

参加人数

1804 3474

69612 134286133080
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単独講演の内容に関して最も重視されたのは「歴史と社会科学， そして
自然科学」であったｶｺ(27)，文学や技術，健康管理などにも考慮が払われ，
実際の講演は非常に多様な内容で行われた（表8）。また， これらの単独講
演だけでなく， 「連続講演や一定期間にわたる講習会」なども適宜催され
た。そこで扱われた内容は，単独講演のそれとほぼ同様であったが，速記
術や語学，音楽など，実技的な講習も行われた。

表8 単独講演の内容(1910年6月～14年3月）

技 術 社会問題 143回青年運動 276回1244回

115回術健康管理 芸文 学 1208回 252回

教学校と教育 宗 83同歴 史 248回861回

体育学 青少年保護 46回自然科学 194回716回

飲酒問題 学 8回地理・紀行 697同 189回 五

脚
三
、

一
一
一
口

労働者保護立法 哲 学 8回185回国民経済学 611回

法 律労働運動 149回488回

青年委員会の教育活動， あるいは青少年自身の学習活動を補う役割を果
たしたのは青年図書室(Jugendbibliothek)であった。当初より各地の青年
の家には，可能な限り図書施設が備えられてきたが(28)， それ以外にも独自
の図書施設力ざ設置された。 1914年3月の時点で， 297の青年図書室に約
49,000冊の図書が所蔵されていた（青年の家216ヶ所に約32,000冊， それ
以外の81ヶ所に約17,000冊)。規模的には，所蔵冊数50冊未満のところ
もあれば, 700冊を超える青年図書室も存在した(29)｡←いずれにしろ，青少
年力ざ気軽に利用できる青年図書室の存在力:，青年委員会の教育活動を日常
的に支えたのである。
ところで，青年委員会の教育活動はもっぱら青年の家を舞台にして行わ

れたｶｺ， そこではさらに「本来的な教育活動を補完するもの」 として，文
化的あるいは社交的，芸術的な催しも多く開かれた。例えば，詩や文学の
朗読会，合唱会，演劇やオペラの上演会， さらに「女子の夕べ(Mad-
chenabend)」などである(30)。 また，青年の家を集合場所にして，博物館や
工場への見学会なども催された（表9）。
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表9 「本来的教育活動を補完する」催しの開催状況

博物館などへの見学会

1911年 1912年 1913年 1914年

74 103 159 202

282 390 672 849

6429 11474 19914 20088

文化的・芸術的催し

1911年 1912年 1913年

151 205 247

966 1648 2405

？ 188875 148818

1914年

299

1859

199391

開催地区

開催数

参加人数

これら「本来的な教育活動を補完するもの」には当初，徒歩旅行(Wan-
derung)も含まれていた。 これは， 自然科学の講演で学んだことを実体験
したり， あるいは屋外で連動することなどを目的とした(3')。 しかし，ボー
イスカウトやワンダーフォーケルなどが盛んになり，青少年の， いわゆる
｢戸外への欲求」力：一般化していく中で，青年委員会にとっても徒歩旅行
は，単なる補完的教育手段ではなく， それ自身が独自の意義を持つように
なった。青年対策本部の年次報告(1912年度版）は，①青少年の身体的・
精神的リフレッシュのため，②青少年の身体の調和のとれた発達のために，
自然の中を歩くこと力ざ重要であると強調している(32)。
各地の青年委員会は積極的に徒歩旅行を計画し，合計すると年平均で10

万人前後の青少年力:それに参加した。参加者はリュックサックに食べ物や
飲み物を入れ， さらにスープやクレープなどをつくるための調理道具も携
帯した。徒歩の最中には盛んに歌が歌われたが， とりわけフォルクスリー
ト (Volkslied)が好まれた。多くの青少年がマンドリンやギターを購入し，
徒歩中の合唱を華やかなものにした(33)。
勤労青少年が主な参加者であったから，規模的には，半日程度のハイキ
ングが多かった。 しかし， いくつかの地域では，泊まりがけの長期旅行も
年に何度か開催された。そのために旅行積立金(Reisesparkasse)が設けら
れてもいた。 こうした長期旅行に格好の名目を与えたのは聖霊降臨祭や復
活祭などであった。例えば， キールの青少年たちは，聖霊降臨祭の祭典に
参加するために， コペンハーケンへの大徒歩旅行を行った(34)。こうした長
期旅行は，労働者体育協会(Arbeiterturnverein)や労働者徒歩旅行協会
(Arbeiterwanderverein)などの協力を得て行われることが多かった(35)。
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2－4小括
本章で概観したように, 1908年以降の勤労青少年運動は, SPDや労働

組合から，物質的にも精神的にも強力な支援を得て，各分野で著しい量的
発展を遂げた。青少年の間でSPDや労働組合の影響力が広まったことは
疑いないであろう。 しかし， その影響力の質は，果たして運動の量的発展
に見合うものであったのか。
たしかに青年の家には青少年力ざ集い，青年委員会が主催する講演や徒歩

旅行にも多くの青少年力罰参加した。 しかし， それはすべて不特定多数の青
少年であり, SPDの組織的影響下に置かれたわけではない。SPDは，青
年委員会の催しに参加した18歳以上の青年を確かな影響下に置くための，
自前の青年組織を持ちあわせなかった。 まして18歳未満の青少年に関し
ては，帝国結社法の下でそれを直接組織することは許されなかった。 18歳
未満の青少年を多く抱える既存青少年組織との関係を持つことも出来な
かったのである。 こうした困難は，青少年運動が量的に発展する一方で，
労働者運動の中に新たな対立と矛盾をもたらした。次章では， その点を立
ち入って検討することになろう。

註

(1) 19世紀から20世紀への転換期には，様々な政治的潮流が「青年」層を広
範に組織した（｢青年」の年齢枠は様々であったが)。その点については本
稿第3章で論じることになるが， さしあたり,ThomasNipperdey,
Gesellschaft,Kultur,Theorie.GesammelteAufsatzezurneuerenGe-
schiChte,G6ttingenl976,S.338-359.

(2)第一次世界大戦前のドイツ勤労青少年運動に関する概説としては,Karl
Korn,DieArbeiterjugendbewegung.EinfiihrunginihreGeschichte,
Berlinl922/WalterSieger,DasersteJahrzehntderdeutschenArbeiter-
jugendbewegungl904-1914, Berlinl958/KarlHeinzJahnke,"(z1.,
GeschichtederdeutschenArbeiterjugendbewegungl904-1945,Berlin
l973.など。

(3) ドイツで初めての勤労青年組織は， 1903年10月にオッフェンバッハで結
成された。MaxPeters,DerWegzumLicht・EinWeckrufandiear-
beitendeJugend,Berlinl907,S.32.

(4)南ドイツの青年組織は，社会主義青年インターナショナルに加盟しただけ
でなく ，その結成と運営にリーダーシップを発揮した。同青年インターの
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初代議長は, SPD党員カール・ リープクネヒト (KarlLiebknecht)であっ
た。同青年インターの歴史については,AchimReinhardt, Rolle und
FunktiondesSekretariatsder"InternationalenVerbindungsozialisti-
scherJugendorganisationen;& (EntstehungundTatigkeit l907-1917),
Diss.,Leipzigl965.
SPDは当初，青年組織を公式に援助･指導することはなかった。たいてい
の場合は, SPDの党員， とりわけK･リーフ。クネヒトやクララ・ツェトキ
ン(ClaraZetkin)など，党内左派に属する活動家たちが個人的に勤労青少
年を援助した。その結果，生成期の青年運動は，党内左派グループ。の拠点
となった。SPDが公式に勤労青少年政策を打ち出すのは, 1906年のマン
ハイム党大会からであった。その間の経緯については,W.Sieger,a.a.0.,
S.62-68.

当時の労働組合指導部の青少年運動論を代表するものとしては, Robert
Schmidt, Jugendbildung, in:SozialistischeMonatshefte, J9． 14 (1908),
Bd.2,Nr.33(15.Mai),S.233-235.
論争の内容は，拙稿「ドイツ社会主義青年運動と労働組合一青年組織の
自律性をめく.る論争(1908年)」 『早稲田大学文学研究科紀要別冊（哲学・
史学編)』第21集(1994年), 139-147頁。
ニュルンベルク党大会の｢青少年問題｣決議は,ProtokolldesParteitages
derSPD(1908),S. 191-192.
SPDや組合が青少年対策をいかに重視したかは，設立時の青年対策本部
の顔ぶれからも明らかである。そこにはSPD幹部会員であるフリードリ
ヒ・エーベルト (Friedrich Ebert)やヘルマン・ ミュラー(Hermann
Mtiller), 自由労働組合総務委員会議長であるカール・レギーン(Karl
Legien)などが含まれていた。青年対策本部の初代本部長にはエーベルト
が就いた。KKorn,a.a.0.,S.176.
ZentralstelleftirdiearbeitendeJugendDeutschlands, Jahres-Bericht
ftirdieZeitvoml.Julil910biszum30.Junil911,Berlinl911,S.4. (以
下, Zentralstelle-JahreSbericht, 1911. と略記。他年度版も同様｡）
Ebd.

Ebd., 1913,S.4. より作成。
中央組織が解散した後も， それに加盟していた個々の青年組織は，教育組
織や社交組織などの非政治的組織に改組して存続した。ニュルンベルク党
大会の決議も，個々の青年組織の解散を求めるものではなかった。Proto-
kolldesParteitagesderSPD(1908),S.191-192.
ProtokollderKonferenzderJugendausschiisseabgehaltenaml8.und
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19.Aprill910zuBerlin,Berlinl910/Zentralstelle-Jahresbericht, 1911/
-, 1912/-, 1913/-, 1914. より作成。以下，表3～4,表7～9も同様。

(15）青年対策本部が1912年に初めて常勤書記（マックス・ペーテルス）を置い
たという事実も， 「新しい形態」の定着を示していよう。KKorn, a_a.0.,
S.251-252.

(16）青年委員会全国大会の「青年の家」決議は, ProtokollderKonferenzder
Jugendausschnsse...,S.7-8.

(17)Zentralstelle-Jahresbericht, 1911,S､6.
(18)Ebd., 1913,S,6.
(19)Ebd.
(20)Ebd.,S.7.
(21)ProtokollderKonferenzderJugendausschiisse. . . ,S.7-8.
(22)Zentralstelle-Jahresbericht, 1911,S.8
(23)Ebd., 1913,S.7.
(24) JugendsekretariatfiirGroB-Berlin(Hrsg.),DieJugendheimbewegung

inGroI3-Berlin. IhreBedeutungftirdieheranwachsendeGeneration,
ihrgegenwartigerStandundihreBekampfungdurchdiePolizei,Berlin
o.J.,S.4.

(25） もっとも，青年対策本部は度々，労働組合に対して資金の拠出を要請し
た。それは，ベルリンの成功を例外的なものと見なし，全国的には「青年
の家を設置するために特別な組織を作ることは， さほど適切ではない」と
考えていたからである。なお，ベルリン「労働者・青年の家」協会の規約
は以下の通り。 「①当『労働者･青年の家』協会は，学業を終えた青少年が
余暇を快適に過ごし，知識を広げ，講義を通じて引き続き学習し，社交範
囲を広げる機会を見いだせるように，青年の家を開設することを目的とす
る。②そのために必要な資金は，会員が支払う最低10ペニヒの月会費と，
特別な寄付によりまかなわれる。③18歳以上の男女は誰でも当協会に加
入できる。．…． ． (以下略)｣Zentralstelle-Jahresbericht, 1911,S.7-8.

(26）青年委員会全国大会の「青少年教育」決議は, ProtokollderKonferenz
derJugendausschilsse...,S.5.

(27）自然科学に関しては， 「古いモーゼ的な天地創造神話を，進化論によって
始まった近代的自然研究の基本的諸成果に置き換えること」が重視され
た。SPD系青年運動と進化論との関係については, HeinrichEppe,
BiologischeEntwicklungslehreundDarwinismusinderZeitschrift
,,Arbeitr-Jugend" 1909-1933, in:DieterBaacke,anj． (Hrsg.), Jugend
1900-1970.ZwischenSelbstverfngungundDeutung,Opladenl991,
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S.8-25.

青年委員会全国大会は， 「青年の家には良質の青年図書を備えねばならな
い。閲覧室にはさらに， 日刊紙の他に，教養性も娯楽性もある雑誌を置か
ねばならない｡」 と決議した。ProtokollderKonferenzderJugendaus-
schnsse. ． , ,S､8.
Zentralstelle-Jahresbericht, 1914,S. 13.
Jugendsekretariatf6rGroB-Berlin, a.a.0.,S.5.
例えばケルンでは，青年の家の不足が~ら，屋内での青少年向けの催しが必
ずしも十分に開けなかったため，徒歩旅行などの屋外活動が特に重視され
た。DieterBrandt,DieAnfangedersozialistischenJugendbewegungin
K61n (1907-1911), in: ReinholdBillstein (Hrsg.), DasandereK61n.
DemokratischeTraditionenseitderFranz6sischenRevolution,K61n
1979,S.180.
ZentralstelleJahresbericht,1912,S.13.
Ebd.青年委員会が主催する徒歩旅行の様式や内容は， 明らかにワンダー
フォーケルの影響を受けていた力:， その点については, E.Reinhard
Miiller,DieArbeiterjugendundihreWelt,Magdeburgl914,S.68-76.
ドイツの勤労青少年運動は, 1909年以来，聖霊降臨祭の日程に合わせて
r青年の日(Jugendtag)｣を設定していた。 「青年の日」当日には， ドイツ各
地で青少年たちが赤旗を掲げ，労働歌を歌いながら街を行進した。W~
Sieger,a.a.O.,S.181.例えばケルンでも,1910年の聖霊降臨祭＝「青年の
日」には，約2000名の勤労青少年が同様の行進に参加した。D.Brandt,
a.a.O.,S. 180.
Zentralstelle-Jahresbericht, 1912,S. 13.
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